
山田みやこの活動報告

令和元年8月29日(木)

2019年度男女共同参画推進フォーラムに参加

会場 独立行政法人国立女性教育会館(ヌエック)

8/29～31の3日間の開催日の内、初日の29日に参加。

《特別講演》日本国憲法に女性の権利を

～母 ベアテ・シロタ・ゴードンの願い～

講師 ニコール・A・ゴードン氏

(弁護士、ベアテ・シロタ・ゴードン氏長女)

ニコール・A・ゴードンさんより、母ベアテ・シロ

タ・ゴードンさんが日本国憲法の草案作成の際に、日本

においてベアテさんが果たした役割と歴史的意義を話さ

れた。

母は5～15歳を日本で過ごした。祖父はピアニスト、

祖母は戦前女性の不平等を強く感じていた。戦後、22歳

の時に再度日本へ来た。アメリカ占領軍の仕事に就き、

マッカーサーの通訳スタッフとして働いた。GHQが9日

間で日本国憲法の草案を作るため、多くの国の憲法集め

をした。母は6か国語が分かるため大変貴重な存在だっ

た。草案の中には民主主義・平等・平和を入れたがアメ

リカ人の上司に削除された。しかし、女性保護のため社

会福祉は必要と抵抗した。日本政府との通訳をしていた

ので女性の権利を主張するため、日本での経験と知識を

使い日本女性のために戦った。しかし草案に関わったこ

とは24条が脅かされるかもしれないので誰にも言わな

かった。1950年代、市川房枝氏の通訳をした時もこのこ

とは黙っていた。戦後50年が経ち日本で講演した。24条

のできた経緯を「1945年のクリスマス」をいう本にして

出版もした。

9条の草案には関わっていなかったが、女性と深い繋

がりがある。日本国憲法は英知のかたまりである。日本

国憲法を守るために協力したい。母ベアテを知っている

多くに人は次世代を育ててほしい。女性の権利を豊かに

するべき。会場(ヌエック)にベアテのアーカイブを展示

した。若い人たちはベアテの本を読んで女性の権利を当

たり前と思わず、他の文化も学び知識と視野を広げてほ

しい。



167ヶ国の憲法の中で性別に関係なく平等という内容

(日本国憲法第9条)はどこの国の憲法も真似していない。

教育・平等の権利はベアテのビジョンを背負っている。

「いっしょうけんめい」はベアテの好きな言葉。

※世界の歴史的英知は日本国憲法に入っている。だから

社会福祉を入れたかった、例えば私生児の人権etc.。ア

メリカの憲法には女性という言葉がなく、パーソンとい

う表現のみ。憲法に女性というキーワードが入っていな

ければ民法にも入らない。だから日本国憲法は素晴らし

い。ベアテ・シロタ・ゴードンさん、長女のニコール・

A・ゴードンさんの想いをしっかりと受け止め、女性の

権利・平和・平等が組み込まれている日本国憲法(平和憲

法)を変えるべきではないと強く思った。


